　
令和　　　年　　　月　　　日
鹿屋体育大学基金寄附申込書
[bookmark: _Hlk199275269]国立大学法人鹿屋体育大学長　殿
鹿屋体育大学基金の趣旨に賛同し、寄附します。　　　※ 該当する□欄にチェック（✓）を記入してください。
	申込区分
	□ 個人　・　□ 法人・団体等

	氏　　　名
個人は氏名のみ
	氏名：
法人または団体・企業名：
役職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※領収書の寄附者名に使用します。

	郵便番号・住所
	〒　　　　　－　　　　　


	法人・団体等の担当者の部署、氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※書類等送付先になります

	電話番号・E-mail
	Tel:
	　　　　　　　　　　　@

	本学とのご関係
	□　卒業・修了生　卒業・修了　西暦（　　　　　　　　　　）年　         □　在学生　 入学　西暦（　　　　　　　　　　）年
□　卒業・修了生のご家族　卒業・修了生のお名前（　　　　　 　　）　　□ 在学生のご家族  在学生のお名前（　　　　　　　　） 
卒業・修了　西暦（　　　　　　　　　　）年　　 　　　　                   入学　西暦（　　　　　　　　　　）年
□　退職者（ご家族含む）　　　　　　　　     　　    　□　教職員（ご家族含む）
□　一般　本学とのご関係（　　　　　　　　　　　　　　）　□　法人・団体等 

	寄附金額
個人　 　 ３,000円以上
法人等　10,000円以上
	· 未来創成基金
	金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	未来創成基金特定基金
· 課外活動支援基金
＊団体一覧：裏面参照
	団体名または番号【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
　金　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　 円　
[bookmark: _Hlk203134807][bookmark: _Hlk203139324]※【団体名または番号】欄が、空欄の場合は、課外活動共通経費として活用されます。

	
	□	修学支援基金
	金　     　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 円

	公式ウェブサイト上での掲載
いずれかをご選択ください
	□ 個人氏名（又は団体名称）・金額ともに掲載を希望します。
□ 個人氏名（又は団体名称）のみ掲載を希望します。　　　　　　　　　　　　　□ 掲載を希望しません。

	本学へのメッセージ
記入のない場合、掲載しません
	□ 未来創成　
□ 課外活動支援
□ 修学支援

	
	□ 個人氏名（又は団体名称）としてメッセージの掲載を希望します。
□ 匿名（個人または団体から）としてメッセージの掲載を希望します。　　□ 掲載を希望しません。

	未来創成基金限定
賛助会員
（希望者のみ)
	□ 賛助会員を申込みます。公式ウェブサイト賛助会員名簿に掲載（ □ します・ □ しません ）
お申込みいただいた賛助会員様には、毎年10月に寄附依頼書(振込先)のご案内を送付いたします。　
領収書の送付時に、返礼品（大学グッズ）の同封を希望（□ します・　□ しません）

	課外活動支援基金限定
	固有の団体へのご寄附に至ったきっかけをお知らせください。
□ 顧問教員からの案内　□ 所属学生からの案内 □ 大学からの案内チラシ　□ 公式ウェブサイト
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


※　お寄せいただいた個人情報は、鹿屋体育大学基金事業に関する業務にのみ利用します。
　　 なお、個人情報保護に関する情報は、大学公式ウェブサイトの「個人情報保護制度」をご参照ください。
※　本申込書を下記まで郵送、FAX又はメールでご送付ください。ご持参される場合には事前にお電話ください。
【送付先】〒891-2393　鹿児島県鹿屋市白水町1番地　鹿屋体育大学 広報・企画室 企画係
電話：0994-46-4806　FAX：0994-46-2831　E-mail：k-kikaku@nifs-k.ac.jp
鹿屋体育大学教職員の方は、寄附金の支払方法について、いずれかの番号を〇で選択。
①現金払い　　②給与法定外控除による支払い　　③銀行振込による支払い






【課外活動支援基金先一覧】
	１．陸上競技部
２．硬式野球部
３．テニス部
４．男子バレーボール部
５．女子バレーボール部
６．男子バスケットボール部
７．女子バスケットボール部
８．サッカー部
９．体操競技部
１０．水泳部
１１．柔道部　
１２．剣道部
	１３．ヨット部
１４．自転車競技部　
１５．カヌー部
１６．なぎなた部
１７．ウインドサーフィン部
18．ダンス部
１9．バーベル部
２０．漕艇部
２１．セパタクロー部
２２．弓道部
２３．ボクシング部

















　【個別の団体を特定しない場合】
	99.課外活動共通経費


　　　　　※　個別の団体を特定しない場合は、課外活動団体の活動全体に還元される事業経費
（施設の改善等に活用）とさせていただきます。
（おもて面の【団体名または番号】欄が、空欄の場合も、同様に対応いたします。

